
行低手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律（抜粋） 

 

 

 （定義） 

第２条 略 

２～４ 略 

５ この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規

定により、住民票コード（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十

一号）第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。）

を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住

民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 

６・７ 略 

８ この法律において「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対

応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号で

あって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、

第八条並びに第六十七条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び

第五項を除き、以下同じ。）をその内容に含む個人情報をいう。 

９ この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその

内容に含む個人情報ファイルをいう。 

 

 

（特定個人情報の提供の制限） 

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個

人情報の提供をしてはならない。  

一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必

要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に

対し特定個人情報を提供するとき。  

二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必

要な限度で特定個人情報を提供するとき（第十号に規定する場合を

除く。）。  

三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本

人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。  

四 機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機

構保存本人確認情報を提供するとき。  

五 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他

の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。  

六 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同
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法の規定により特定個人情報を提供するとき。  

七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に

掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合に

あっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令

で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定によ

り同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務

の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、

その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、同表の第二

欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定

個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録され

たものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が

情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供

するとき。  

八 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事

若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは

市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八

条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条

の規定その他政令で定める同法又は国税（国税通則法（昭和三十七

年法律第六十六号）第二条第一号に規定する国税をいう。以下同

じ。）に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人

情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保する

ために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。  

九 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公

共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定

個人情報を提供するとき。  

十 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）

第二条第五項に規定する振替機関等（以下この号において単に「振

替機関等」という。）が同条第一項に規定する社債等（以下この号

において単に「社債等」という。）の発行者（これに準ずる者とし

て政令で定めるものを含む。）又は他の振替機関等に対し、これら

の者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子

情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録され

るものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債

等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定

する書面（所得税法第二百二十五条第一項（第一号、第二号、第八

号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。）の規定により

税務署長に提出されるものに限る。）に記載されるべき個人番号と

して当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定



個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保

するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。  

十一 第五十二条第一項の規定により求められた特定個人情報を特定

個人情報保護委員会に提供するとき。  

十二 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会

法（昭和二十二年法律第七十九号）第百四条第一項（同法第五十四

条の四第一項において準用する場合を含む。）若しくは議院におけ

る証人の宣誓及び証言等に関する法律（昭和二十二年法律第二百二

十五号）第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その

他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関

する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査（第

五十三条において「各議院審査等」という。）が行われるとき、そ

の他政令で定める公益上の必要があるとき。  

十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合におい

て、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると

き。  

十四 その他これらに準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則

で定めるとき。 

 

 

（収集等の制限） 

第２０条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個

人情報（他人の個人番号を含むものに限る。）を収集し、又は保管し

てはならない。  

 

 

（情報提供等の記録） 

第２３条 情報照会者及び情報提供者は、第十九条第七号の規定により

特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項

を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子

計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならな

い。  

一 情報照会者及び情報提供者の名称  

二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時  

三 特定個人情報の項目  

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項  

２ 前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特

定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当



する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続された

その者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期

間保存しなければならない。  

一 第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情

報保護法第十四条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。  

二 条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が

開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。  

三 第三十条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人等

個人情報保護法第十四条に規定する不開示情報に該当すると認める

とき。  

四 第三十条第四項の規定により読み替えて準用する独立行政法人等

個人情報保護法第十四条に規定する不開示情報に該当すると認める

とき。  

３ 総務大臣は、第十九条第七号の規定により特定個人情報の提供の求

め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネット

ワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しな

ければならない。  

 


